
株式会社ビジョン行 

初期契約解除申請書 

以下、株式会社ビジョンの契約に対し初期契約解除申請いたします 

申請情報 

注意事項（必ずお読みください） 

※ 初期契約解除申請は、通信サービスの「契約書面」をご契約者様が受領した日から起算して 8 日以内に本請求を端末一式に同梱の

上、当社指定住所へ発送するようお願いします。書面を当社へ発送いただいた日から効力が生じます。 

※ 申請書のみの発送、返送物に欠品（本体/SIM カード/USB ケーブル/保証書/個装箱/説明書/AC アダプタなど同梱物全て）がある

場合、返送物が破損・故障していた場合、機器損害金を最大 34,000 円（税込）請求いたします。 

※ 返送費用に関してはお客様負担となり、ゆうパックや佐川急便宅配便などの、荷物の配送状況が確認できる方法でご返送ください。

契約 ID

契約者名

契約電話番号

契約住所

※「ご契約の内容」に記載がございます。

□１． 電波状況が悪い、繋がらない

□２． 速度が遅い

□３． 端末が使いにくい

□４． 料金が高い

□５． サポートが不満

□６． 容量が足りない

□７．
その他(

）

今後のサービス向上の為、お

客様の契約解除理由について

該当する項目にチェックをお

願いいたします。

7．その他 は差し支えなけれ

ば理由をご記入ください。


